
 

 

事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ８ 月 ３ 日 

神奈川県 建築行政主務部長 殿 

 

国土交通省住宅局建築指導課 

 

 

東洋ゴム工業（株）が製造する戸建て住宅用高減衰ゴム系積層ゴム支承の 

生産再開について（情報提供） 

 

 

東洋ゴム工業（株）（現：TOYO TIRE（株））が製造した免震材料に係る不正事

案については、「東洋ゴム工業（株）が製造した免震材料の不正事案に係る物件の違反

是正について(技術的助言)」（平成27年7月30日付国住指第1703号：参考資料１）及び「東

洋ゴム工業（株）が製造した免震材料の不正事案に係る物件の違反是正に関する運用に

ついて」（平成27年7月30日付事務連絡：参考資料２)により通知したところです。 

今般、東洋ゴム工業（株）が認定を受けた免震材料のうち、データの不適合があった

ためその交換改修用として今後生産することとなる戸建て住宅用高減衰ゴム系積層ゴ

ム支承（認定番号 MVBR-0316）について、「免震材料に関する第三者委員会」の提言

に基づき、当該製品が大臣認定を受けた認定項目全ての性能を有することが、第三者機

関である（一社）日本免震構造協会の検証によって確認され、同協会から東洋ゴム工業

（株）及び国土交通省あてにその旨の通知がありましたのでお知らせします（別紙１参

照）。 

これにより、交換改修用の免震材料に限り、東洋ゴム工業（株）が当該製品の生産を

再開しますが、当該製品の交換改修にあたっては、「東洋ゴム工業（株）が製造した免

震材料の交換改修に係る物件の違反是正に関する運用について」（参考資料３）のとお

り、当該製品の基本特性が第三者による立会検査により確認されていることについて、

必要に応じ報告を求め、確認していただきますようお願いいたします。 

また、貴管内の関係特定行政庁（別紙２参照）に対しても、この旨周知していただ

くようお願いいたします。 
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